
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について

共生社会地域フォーラム

～障害を理由とする差別の解消に向けて～

内閣府

資料

1



平成 16年 ６⽉ ４⽇ 障害者基本法改正（議員⽴法）
※ 施策の基本的理念として差別の禁⽌を規定

平成 18年 12⽉ 13⽇ 第61回国連総会において障害者権利条約を採択
平成 19年 ９⽉ 28⽇ ⽇本による障害者権利条約への署名
平成 23年 ８⽉ ５⽇ 障害者基本法改正

※ 障害者権利条約の考え⽅を踏まえ、合理的配慮の概念を規定
平成 24年 ９⽉ 14⽇ 障害者政策委員会差別禁⽌部会意⾒取りまとめ
平成 25年 ４⽉ ２⽇ 障害者差別禁⽌⽴法に関する⾃公⺠３党による協議の開始

４⽉ 26⽇ 障害者差別解消法案閣議決定、国会提出
５⽉ 31⽇ 衆議院本会議にて可決
６⽉ 19⽇ 参議院本会議にて可決

26⽇ 公布・⼀部施⾏（全体の施⾏は平成28年４⽉１⽇）
９⽉ 27⽇ 第三次障害者基本計画閣議決定
11⽉ 19⽇ 障害者の権利に関する条約衆議院本会議にて承認
12⽉ 4⽇ 障害者の権利に関する条約参議院本会議にて承認

平成 26年 1⽉ 20⽇ 障害者の権利に関する条約締結

障害者差別解消法に関する経緯
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法＜平成２５年法律第６５号＞）の概要

障害者基本法
第４条

基本原則
差別の禁⽌

第１項：障害を理由とする
差別等の権利侵害
⾏為の禁⽌

第2項：社会的障壁の除去を怠る
ことによる権利侵害の防⽌

第3項：国による啓発・知識の
普及を図るための取組

何⼈も、障害者に対して、障害を理
由として、差別することその他の権
利利益を侵害する⾏為をしてはなら
ない。

社会的障壁の除去は、それを必要としている
障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負
担が過重でないときは、それを怠ることによ
つて前項の規定に違反することとならないよ
う、その実施について必要かつ合理的な配慮
がされなければならない。

国は、第⼀項の規定に違反する⾏為の防
⽌に関する啓発及び知識の普及を図るた
め、当該⾏為の防⽌を図るために必要と
なる情報の収集、整理及び提供を⾏うも
のとする。

施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

具体化
Ⅰ．差別を解消するための措置

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

差別的取扱いの禁⽌ 合理的配慮の不提供の禁⽌

国・地⽅公共団体等
⺠間事業者 ⺠間事業者

国・地⽅公共団体等法的義務
努⼒義務
法的義務

政府全体の⽅針として、差別の解消の推進に関する基本⽅針を策定（閣議決定）
● 国・地⽅公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定※
● 事業者 ⇒ 事業分野別の指針（ガイドライン）を策定

具体的な対応

● 主務⼤⾂による⺠間事業者に対する報告徴収、助⾔・指導、勧告実効性の確保

● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供情報収集等

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活⽤・充実紛争解決・相談

● 障害者差別解消⽀援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

※ 地⽅の策定は努⼒義務
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